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1 R3.10.4 R3.12.1 平成23年2月25日付け「南池袋二丁目A地区市街地再開発組合権利変換計画認可申請書」 ※ 1 1 1 1

（７条２号）氏名及び住所（地番を含む。）、署名並びに物件調書、添付図面（現況調査表、物件配置図、求積図、平面図、内部仕上
表、屋根伏図、建具配置図、立面図、造作配置図、電気設備図、給排水・給湯設備図、ガス設備図、厨房・衛生・空調設備図、工作物
配置図・求積図、仕上表、排水・給湯設備図、杭伏図、工作物・立竹木配置図、求積表、建具表、凡例表、衛生・空調設備図、給排水
設備図、給排水給湯設備図、給排水ガス設備図、空調換気設備図及び立竹木配置図）は、個人に関する情報で特定の個人を識別するこ
とができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもので
あるため

（７条２号及び３号）権利形態別権利者一覧、概括図、権利変換計画書（第（一）表、 第（二）表及び第（四）表））、施設建築物
の一部の室内仕上表第（十一）表、（１）関係権利者一覧、土地調書及び添付図面（索引図、地積測量図）、権利変換計画同意書（同
意書、同意書の添付書類（印鑑証明書、印鑑登録証明書、住民票、代表者事項証明書、履歴事項全部証明書、戸籍謄本、商業登記簿
等、平面図）は、権利者が個人の場合は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。権利者が法人等の場合は、法人に関
する財産や資産に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する財産や資産に関する情報であって、公にすることにより、当該法
人又は当該事業を営む個人の経営状態や経営内容等が明らかとなり、自由な事業活動が妨げられ、競争上又は事業運営上の地位その他
社会的な地位が損なわれると認められるため

（７条２号及び４号）筆跡及び自署は個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。また、公にすることに
より、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。また、施設
建築物各階平面図・施設建築敷地の平面図・同意書の添付書類（平面図）は公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発
し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

2 R3.11.5 R3.12.2 調査報告書（平成27年11月30日付研本コ第20019号） 122 1 1 1 1

（７条２号及び４号）不動産鑑定士の直筆署名、印影は個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものに該当するた
め。また、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

（７条３号）不動産鑑定会社が独自に収集した取引事例等の情報は、不動産鑑定会社が独自に収集・加工した情報が含まれており、公
にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

3 R3.11.26 R3.12.2

（１）東京都昭島市○○４丁目○○における建築基準法旧法第43条第１項ただし書許可に関する道の現況図
（２）東京都昭島市○○４丁目○○、○○、○○及び○○における建築基準法旧法第43条第１項ただし書許
可に関する道に関する協定図
（３）東京都昭島市○○４丁目○○の一部における建築基準法旧法第43条第１項ただし書許可に関する道に
関する協定図

3 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

4 R3.11.22 R3.12.3
令和３年11月１日付３都市基交第645号「東京都市計画都市高速鉄道（西武鉄道新宿線）の変更および西東京
都市計画都市高速鉄道（西武鉄道新宿線）の決定について（回答）」のうち、「東京都市計画都市高速鉄道
（西武鉄道新宿線）の変更」に係る文書

1 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

5 R3.11.26 R3.12.8
東京都市計画河川霞川計画図
（住所：東京都青梅市〇〇一丁目〇〇番地〇付近）

1 1 ―
都市整備局都
市基盤部調整
課

6 R3.12.3 R3.12.8
東京都市計画河川神田川計画図
（住所：東京都中野区〇〇五丁目〇〇付近）

1 1 ―
都市整備局都
市基盤部調整
課

7 R3.11.27 R3.12.8

（１）「令和３年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会　分科会（第３回）」（令和３年11
月１日（月））議事概要
（２）「令和３年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会【分科会（第３回）】出欠表（予
定）

※ 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

8 R3.11.24 R3.12.8 東京都知事許可第○○号○○株式会社　令和２年12月９日受付建設業許可申請書別とじ書類 15 1 1 1 1

（７条２号）住所、生年月日、役員等の一部、経験年数、使用された期間、実務経験の内容、実務経験の年数、本籍地及び登録番号
は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

（７条２号又は３号）株主名、住所及び所有株数又は出資の価額は、株主（出資者）が個人のものである場合には、個人に関する情報
で特定の個人を識別することができるため。株主（出資者）が法人のものである場合には、法人の財務等に関する内部管理情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

9 R3.11.24 R3.12.8
平成19年8月30日付第TBTC06A0276号Ⅱ
平成19年12月28日付第TBTC06A0276号Ⅲ
上記についての建築計画概要書の写し

※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

10 R3.11.24 R3.12.8

平成19年3月2日付第TBTC06A0276号
平成19年6月22日付第TBTC06A0276号Ⅰ
平成20年1月31日付第TBTC06A0276号Ⅳ
上記についての建築計画概要書の写し

※ 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

11 R3.12.3 R3.12.8
建築計画概要書
平成20年度　第2395号

6 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

12 R3.11.25 R3.12.9

(１)　東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第52期及び第54期(閲覧対象部分に限る)
令和２年５月21日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
(２)　東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第71期及び第73期 (閲覧対象部分に限る)
平成29年10月20日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
(３)　東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第71期及び第72期(閲覧対象部分に限る)
令和２年９月９日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
(４)　東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第43期、第44期及び第45期(閲覧対象部分に限る)
令和３年５月12日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
(５)　東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第37期、第38期、第39期、第40期及び第41期(閲覧対象部分に限る)
平成29年１月24日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）及び使用人
数 (閲覧対象部分に限る)
令和３年６月10日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)

※ 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

13 R3.11.26 R3.12.9

 東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）令和２年10月22日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和３年８月30日受付 第15期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（３）令和３年８月30日受付 変更届出書（役員等の氏名）（閲覧対象部分に限る）

64 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

14 R3.12.2 R3.12.9

 東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）平成29年３月２日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和２年１月15日受付 第17期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（３）令和３年１月６日受付 第18期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）

48 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

15 R3.11.30 R3.12.10

亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業の鑑定評価（都市整備局市街地整備部再開発課より入
手）にあたって開発法を適用しており投下資本収益率を全社１２％と査定してます。
一社は、勘案項目を挙げていますが、具体的な設定プロセスが不明であり、残り二社は、勘案項目の例示す
らなく、不動産鑑定評価基準総則第８章第８節記載の「価格形成を論理的かつ実証的に説明」を満たしてお
らず、適切ではない鑑定評価書と考えます。
依頼者の東京都としては、投下資本収益率の設定根拠の説明を改めて求めるべきと考えますし、その確認で
きた設定根拠を情報開示請求します。
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇

1 当該文書は、実施機関では作成および取得しておらず、存在しない。
都市整備局市
街地整備部再
開発課

16 R3.12.1 R3.12.10 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和３年12月１日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

17 R3.12.1 R3.12.10 建設業新規許可業者名簿（東京都知事許可　令和３年９月分・10月分・11月分） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

18 R3.12.2 R3.12.10 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和３年11月30日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

19 R3.11.29 R3.12.13
○○建替え計画（仮称）に関する一切の文書。事業主提出の文書、協議内容文書など一切の文書
文京区〇〇１-〇-〇

1 1 1

（７条３号）管理組合に係る内部管理情報であり、一般に公にすることが想定されておらず、公にすることにより、建築物の適正な管
理等事業運営が損なわれると認められるため

（７条６号）法人等の内部管理情報である中、公にすることにより、都と都以外の第三者との信頼関係が損なわれ、今後、建築に係る
各種協議等が適切に行われず、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

20 R3.12.8 R3.12.14
建築計画概要書
平成15年度　第6015号

4 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

21 R3.12.5 R3.12.16 平成16年７月２日付16再工第97号「〇〇管理組合より団地建物瑕疵修補申し入れ書について（回答）」 1 当該公文書は、平成16年に作成された５年保存文書であるため、平成22年に廃棄済であり、現在は存在しない。
都市整備局第
二市街地整備
事務所工事課

22 R3.11.22 R3.12.16 東京都大規模盛土造成地（1584箇所）shapeデータ ※ 1 ―
都市整備局市
街地整備部区
画整理課

23 R3.10.20 R3.12.17
令和３年７月７日付け収受３都市基交第378号「令和３年度東京都コミュニティバスの導入支援事業補助金交
付申請書」における添付資料のうち、御見積書

2 1 1 1 1

（７条３号及び６号）単価及び金額は、車両の所有者の取引先の法人に関する情報又は事業を営む個人の情報であって、当該事業者の
取引上の秘密に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の取引に影響を及ぼすなど競争上又は事
業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。また、当該情報は都の機関又は他の地方公共団体が行う事務又は
事業に関する情報であって、公にすることにより今後、契約事務や補助金申請に係る様々な事務（書類提出や調査協力を含む。）に影
響を及ぼし、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局都
市基盤部交通
企画課

24 R3.12.5 R3.12.17 令和３年12月２日付３都市建指第511号 ※ 1 1
個人の氏名、郵便番号、住所及び電話番号は、個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。
また、開示請求書に記載された請求内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるものであるため

都市整備局市
街地建築部建
築指導課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

26 R3.12.8 R3.12.21

 東京都知事許可第○○号　○○株式会社に関する以下の書類
（１）令和元年11月29日受付 第47期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和元年12月20日受付 変更届出書(別紙８)の訂正について（閲覧対象部分に限る）
（３）令和２年12月４日受付 第48期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（４）令和３年11月24日受付 第49期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（５）令和３年12月６日受付 変更届出書(別紙８)の訂正について（閲覧対象部分に限る）

104 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

27 R3.12.8 R3.12.21

 東京都知事許可第○○号　○○株式会社に関する以下の書類
（１）令和２年６月11日受付 第30期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和２年９月23日受付 第31期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（３）令和３年９月29日受付 第32期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）

39 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

28 R3.12.10 R3.12.21 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和３年12月10日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

次の各日付に収受した自動車検査証、車両の写真、請求書（御請求書、ご請求書、請求明細書を含む。）
（１）平成28年9月7日、（２）平成28年9月8日、（３）平成28年9月8日、（４）平成28年9月13日、（５）平
成28年9月20日、（６）平成28年9月20日、（７）平成28年9月26日、（８）平成28年9月28日、（９）平成28
年9月29日、（10）平成28年9月30日、（11）平成28年10月4日、（１12）平成28年10月4日、（13）平成28年
10月6日、（14）平成28年10月14日、（15）平成28年10月19日、（16）平成28年10月19日、（17）平成28年10
月19日、（18）平成28年10月21日、（19）平成28年10月21日、（20）平成28年10月21日、（21）平成28年10
月21日、（22）平成28年10月24日、（23）平成28年10月24日、（24）平成28年10月27日、（25）平成28年10
月28日、（26）平成28年10月28日、（27）平成28年10月28日、（28）平成28年11月1日、（29）平成28年11月
1日、（30）平成28年11月1日、（31）平成28年11月9日、（32）平成28年11月11日、（33）平成28年11月11
日、（34）平成28年11月16日、（35）平成28年11月16日、（36）平成28年11月16日、（37）平成28年11月22
日、（38）平成28年11月24日、（39）平成28年11月30日、（40）平成28年12月6日、（41）平成28年12月9
日、（42）平成28年12月13日、（43）平成28年12月16日、（44）平成28年12月20日、（45）平成28年12月22
日、（46）平成29年1月20日、（47）平成29年2月2日、（48）平成29年2月7日、（49）平成29年2月7日、
（50）平成29年2月9日、
（51）平成29年2月9日、（52）平成29年2月14日、（53）平成29年2月14日、（54）平成29年2月14日、（55）
平成29年2月16日、（56）平成29年2月16日、（57）平成29年2月21日、（58）平成29年2月21日、（59）平成
29年2月21日、（60）平成29年2月23日、（61）平成29年2月28日、（62）平成29年2月28日、（63）平成29年3
月2日、（64）平成29年3月2日、（65）平成29年3月2日、（66）平成29年3月7日、（67）平成29年3月7日、
（68）平成29年3月7日、（69）平成29年3月9日、（70）平成29年3月9日、（71）平成29年3月9日、（72）平
成29年3月10日、（73）平成29年3月10日、（74）平成29年3月13日、（75）平成29年3月14日、（76）平成29
年3月14日、（77）平成29年3月15日、（78）平成29年3月17日、（79）平成29年3月21日、（80）平成29年3月
23日、（81）平成29年3月23日、（82）平成29年8月14日、
（83）平成29年8月14日、（84）平成29年8月14日、（85）平成29年8月17日、（86）平成29年8月17日、
（87）平成29年8月21日、（88）平成29年8月21日、（89）平成29年8月21日、（90）平成29年8月22日、
（91）平成29年8月22日、（92）平成29年8月22日、（93）平成29年8月22日、（94）平成29年8月24日、
（95）平成29年8月24日、（96）平成29年8月24日、（97）平成29年8月24日、（98）平成29年8月29日、
（99）平成29年8月29日、（100）平成29年8月2日、（101）平成29年8月2日、（102）平成29年8月9日、
（103）平成29年8月30日、（104）平成29年8月30日、（105）平成29年11月15日、（106）平成29年11月22
日、（107）平成29年12月6日、（108）平成29年12月7日、（109）平成29年12月7日、（110）平成30年7月3
日、（111）平成30年7月10日、（112）平成30年9月11日、（113）平成30年9月19日、（114）平成30年9月19
日、（115）平成30年9月21日、（116）平成30年10月13日、（117）平成30年10月15日、（118）平成30年10月
16日、（119）平成30年10月18日、（120）平成30年10月18日、（121）平成30年10月23日、（122）平成30年
10月23日、（123）平成30年10月24日、（124）平成30年10月25日、（125）平成30年10月25日、（126）平成
30年10月29日、（127）平成30年10月29日、（128）平成30年11月6日、（129）平成30年11月16日、（130）平
成30年11月20日、（131）平成30年11月21日、（132）平成30年11月27日、（133）平成30年11月29日、
（134）平成30年11月29日、（135）平成30年12月6日、（136）平成30年12月7日、（137）平成30年12月7日、
（138）平成30年12月11日、（139）平成30年12月13日、（140）平成30年12月14日、（141）平成30年12月14
日、（142）平成30年12月14日、（143）平成30年12月17日、（144）平成30年12月21日、（145）平成30年1月
24日、（146）平成30年2月16日、（147）平成30年2月27日、（148）平成30年3月2日、（149）平成30年3月6
日、（150）平成30年3月9日、（151）平成30年3月16日、（152）平成31年1月25日、（153）平成31年1月25
日、（154）平成31年1月29日、（155）平成31年2月7日、（156）平成31年2月15日、（157）平成31年3月18
日、（158）平成31年3月26日、（159）令和1年10月4日、（160）令和1年10月23日、（161）令和1年10月23
日、（162）令和1年11月6日、（163）令和1年11月6日、（164）令和1年11月8日、（165）令和1年11月15日、
（166）令和1年11月15日、（167）令和1年11月19日、（168）令和1年11月21日、（169）令和1年11月22日、
（170）令和1年11月22日、（171）令和1年12月6日、（172）令和1年12月16日、（173）令和1年12月17日、
（174）令和1年12月19日、（175）令和1年12月19日、（176）令和２年2月20日、（177）令和２年2月27日、
（178）令和２年2月5日、（179）令和２年10月16日、（180）令和２年10月16日、（181）令和２年10月1日、
（182）令和２年12月2日、（183）令和２年12月2日、（184）令和２年12月2日、（185）令和２年12月2日

（７条２号）個人の氏名、個人印は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

（７条３号）担当者の電話番号、FAX番号及び振込口座は、法人等の事業活動を行う上での限られた者しか知り得ない内部管理に属す
る事項に関する情報であり、公にすることにより、本来の業務以外の目的に使用され、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認
められるため。また、単価、金額は、車両の所有者の取引先の法人に関する情報又は事業を営む個人の情報であって、当該事業者の取
引上の秘密に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の取引に影響を及ぼすなど競争上又は事業
運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

（７条３号及び４号）車台番号及びQRコードは、法人等の事業活動を行う上での所有者や使用者など限られた者しか知り得ない内部管
理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、犯罪行為を容易にし、犯罪予防に支障を及ぼすとともに、当該行為によ
り、法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。また、車台番号は、法人等の事業活動を行う上での所有者や使用者など
限られた者しか知り得ない内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、犯罪行為を容易にし、犯罪予防に支障を
及ぼすとともに、当該行為により、法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため

（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

566 1 11
都市整備局都
市基盤部調整
課

25 R3.12.17R3.10.18 1 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

29 R3.11.22 R3.12.27

・土地基本分類調査　大島　平成元年10月
・土地基本分類調査　利島・新島・神津・三宅・御蔵　平成３年３月
・土地基本分類調査　八丈島・青ヶ島　平成４年３月
・土地基本分類調査　父島・母島　平成４年10月
・土地基本分類調査　秩父・五日市・三峰・丹波　平成６年３月
・土地基本分類調査　八王子・藤沢・上野原　平成７年３月
・土地基本分類調査　川越・青梅　平成８年３月
・土地基本分類調査　東京西南部　平成９年３月
・土地基本分類調査　東京西北部　平成10年３月
・土地基本分類調査　東京東北部・東京東南部　平成12年３月

（18条２項）当該公文書は都民情報ルームにおいて閲覧に供している公文書であって一般に閲覧させることができるものであるため

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

30 R3.12.14 R3.12.28
 東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
 令和３年10月14日受付 第42期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

31 R3.12.14 R3.12.28

(１)東京都知事許可第○○号　有限会社○○
決算変更届出書　第18期、第19期、第20期、第21期及び第22期(閲覧対象部分に限る)
平成31年４月２日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
(２)東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第57期 (閲覧対象部分に限る)
令和３年５月７日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
(３)東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第62期及び第64期(閲覧対象部分に限る)
令和２年11月６日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和３年８月13日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
(４)東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第３期 (閲覧対象部分に限る)
令和元年５月27日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和３年６月28日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
(５)東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第62期、第63期、第64期、第65期及び第66期(閲覧対象部分に限る)
令和２年９月９日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除く）、使用人数
及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)

※ 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

32 R3.12.15 R3.12.28
 東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）令和２年８月19日受付 第46期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和３年８月20日受付 第47期 決算変更届出書（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1 印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
設業課

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞
・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


